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教育の主体 としての地域 コミュニテ ィづ くり

一被差別部落における地域保護者組織の役割に着目して一

木 村 和 美

【要 旨】

近年、地域教育の衰退が著しい。地域教育の衰退は学校や家庭の教育責任をさらに重いものとし、社会的 ・経済

的に困難な状況にある保護者や子どもを一層厳しい状況へと追い込んでいるといえる。

このような状況のなか、大阪府内のある被差別部落(緬 地区)で は、地域全体で子 どもを育てていこうとする活

動を行っている。被差別部落においては、地域全体で部落解放運動を推 し進め、子どもの教育に関しても積極的に

取 り組んできたとい う経緯があるため、被差別部落以外の地域と比較すると地域の共同性が強く残っているといわ

れる。

麗地区では、これまで問題とされてきた同和対策事業施策下における 「制度依存」「学校依存」から脱却を図り、

保護者や地域社会が主体的に子どもの教育に関わっていけるようにするため、保護者同士の 「つながり」や 「ネッ

トワーク」を形成することに重点をおいた活動を行っている。本稿では、M地区における実践を 「地域コミュニティ」

づくりとして位置付け、地域保護者組織が重要な役割を果たすことを明らかにした。「地域コミュニティ」は、池田

(2001)の 「教育コミュニティ」を補足 ・強化するものと考えられる。

1.問 題設 定

今 日、子 どもをめぐる様々な問題が生 じている。その要因のひ とつ として地域 の教育力衰退が挙げ られ

るだろう。被差別部落の教育問題や教育コミュニテ ィ論に取 り組 んできた池田寛は、「気がついてみ ると、

学校教育や家庭教育を支 えていた地域教育がいつのまにか大 きく地盤沈下 していたのである。地域教育が

学校や家庭を支えるどころか、かつて地域教育が担っていたものまで家庭や学校 に投げ込まれているとい

う状況に至 っているj(池 田2000、173頁)と 述べてお り、地域の教育力衰退が学校や家庭 の教育責任を

さらに重い もの とし、社会的 ・経済的に困難な状況にある保護者や子 どもを一層厳 しい状況へ と追い込ん

でいるといえる。

このよ うな状況のなか、大阪府 内のある被差別部落では、地域全体で子 どもを育てていこ うとする活動

を行っている。被差別部落においては、地域全体で部落解放運動 を推 し進め、子 どもの教育に関 しても積

極的に取 り組んできた とい う経緯があるため、今なお、地域の共同性が強 く残っているといわれる。一方、

差別 と排除の歴史により、学校文化に反す る独 自の地域文化が形成 されてきた ともいわれる(池 田1985、

西 田2001)。 池 田は 「被差別部落における教育問題 は、学校を含んだ、地域社会全体の問題 であり、究極

的には、そこにおける文化をいかにして高めていくことができるか とい う問題になってい く」(池 田1985、

250頁)と 述べてお り、いまだ残存 している共 同性 をいかに教育に結びつけてい くかを課題 としている。

そこで本稿 では、被差別部落 を事例 とし、家庭 と地域 を教育の主体 として形成す るための取 り組みを考察

す ることによって、教育の主体 としての 「地域 コミュニティ」づくりの可能性 を模索す る。.

2.先 行 研究

2.1被 差 別部落における教育力の弱 さ

被差別部落の保護者 は、自身が子 ども時代に経済的に厳 しい生活を強い られてきたため、せ めて子 ども

には物質的な面で苦労をさせた くないとい う思いから 「娯楽的モノ志向」を示す家庭が多 く、一見す ると、

被差別部落以外の地域の子 どもよ りも豊かな生活 を送っているよ うにみえる(神 原2000、 鍋 島2003)。 し

か しなが ら、大学進学資金の準備率の低 さや予備校 ・学習塾に通わせ る率の低 さなどが示 されてお り(鍋

島2003)、 あ る程度 の経済的ゆ とりを教育ではな く娯楽的な 「モ ノ」に使 う傾 向が高いといえる。本来 な
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らば、将来のための貯蓄に回されるべきお金が、一過的 ・娯楽的消費財に消えてしまっていると考えられ

る。このような家庭環境は、子どもにとって長期的な見通しをつかみにくい環境である(高 田1996、 鍋島

2003)。被差別部落では以上のような傾向を示す家庭が多く、それは家庭独自の文化というよりもむしろ、

地域文化として根づいてしまっていると考えられている(池 田1989、 西田2001)。

教育の機会を奪われ、厳しい労働条件のもとで働いてきた保護者の多くは子どもの教育に関わることが

できず、そして、親に関わってもらえなかった子どもが親になったとき、子どもをどのように教育したら

よいのか分からないという形で再生産が繰 り返されてきた。保護者の教育に対する不安は根深く、教育機

関の支援は必要なものであった。こうした被差別部落の状況をふまえ、特に学校や被差別部落内に設置さ

れた社会教育施設である青少年会館は家庭に対して働きかけを行 うことよりも、保護者の教育要求を叶え

ることに力を注ぎ、結果として、学校と青少年会館が子どもを 「抱え込む」状態にあった。学校や青少年

会館の責任感と保護者の教育不安がない混ぜになり、被差別部落の保護者のあいだに、子どもの教育を学

校や青少年会館に任せてしまう 「制度依存」「学校依存」といった体質が作られてしまったと考えられる。

2.2「 教 育コミュニ宇イ」論

「自助 と協働 の文化を地域において再構築す る」(池 田2001)た め のコミュニティづ くりめ一つの指針 と

して示 されてい るのが、池 田(2001)の 「教育 コミュニテ ィ」論である。教育コミュニティは、地域の中

に新たな人間関係のネ ソ トワー クを形成す ることによって 「子育ての共同性」を回復 し、地域 の教育力を

再構築することを目的 としている。

教育コ ミュニティに とっては、「学校 とい う場が協働 をつ くりだ していく主要な場」(池 田2005、11頁)

とな る。学校が 「協働 」をつ くり出すためには、家庭、地域、学校 の関係 を 「協働 の関係」へ と変えてい

くことが求められる。「協働の関係」 とは、「ほかの組織や集団との交流や協力に重点がおかれ、そこか ら

個々の組織や集 団に とって意味のある重要な成果や結果が生み出され る」(池 田2001、15頁)関 係 であ り、

相互的な、そ して、対等な関係であるといえる。

大阪府(大 阪市内を除く)に おける教育 コミュニテ ィづ くりは、池 田の議論に基づき、各中学校区に設

け られた 「地域教育協議会」(愛称 「すごやかネ ッ ト」)を基盤に展開されている。地域教育協議会の活動は、

主に地域 における教育活動の活性化 、学校教育活動の支援 、家庭教育の支援、情報交換 ・交流 ・情報発信

である。地域教育協議会が小学校区単位 ではなく、あえて中学校区単位で組織 されているのは、乳幼児か

ら中学卒業までの子 どもの成長 を長期的に見守 ろうとい う考えか らである。2002年 に は大阪府内(大 阪市

内を除 く)の 全ての中学校区で地域教育協議会が発足 し、教育コミュニティづ くりに向けた体勢は一応整

えられたことになる。

2.3教 育 コミュニティの不十分性

高 田(2005)は 教 育コ ミュニティづ くりの現状に対 して、四つの課題 を指摘 している。第一に、既存の

組織を束ねただけの組織づ くりが少 なくなく、活動 内容の吟味も遅れていること、第二に、学校 と地域の

問に 「参加 させ られている ・参加 してやっている」とい う関係が生 じて しまい、双方に利益をもた らす も

のになっていないこと、第三に、教育 コミュニティづ くりでは 「社会的に不利 な立場にある家庭の保護者

や子 どもの参加 を促す観点、すなわち『人権のコ ミュニティ』づ くりとい う観点が大切に されるべきである」

(高田2005、29頁)と 考え られているが、生活や子育て ・教育の困難に直面 している保護者や子 どもへの

サポー トが立ち遅れていること、そ して第四に、地域教育協議会 と既存㊧地域組織 の関係が整理 されてい

ない ことである。

以上の四つの課題 をまとめると、現在大阪府が学校を核 として取 り組んでいる、中学校 区を単位 とする

教育 コミュニティづ くりは 「地域」を重視 してはいるが、その 「地域」をどのように形成するのか、っま

り 「地域」が学校 と対等な立場で協働す ることがで きる主体になるには どうすればよいのか、とい う部分

に関す る議論がなされてい るとはいいがたい。池 田(2000)は 、従来の 「地縁型組織」に加え 「ネ ッ トワー

ク型組織」を組織 し、「この両者を結びつけることによって、それぞれの活動のメ リッ トを生か し、デメリッ

トを補 う機動性 と柔軟性 を備 えた組織がで きあがる」(池 田2001、26頁)と 述べているが、地域の地縁的
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なっ なが りの希薄化にともない、「地縁型組織」は 「形」だけのものになっている場合が多い。 また、「ネ ッ

トワーク型組織」は参加者の主体的な参加意識によって組織 されるが、教育に対す る個別志向が高まるな

か、学校外の教育的営み に対する人々の関心は薄れている。現状においては、「地縁型組織 」「ネ ッ トワー

ク型組織」 ともに組織づ くりは容易 なことではない。また、学校 と地域が目指すのは、相互的で対等な関

係である。そのためには、学校は、家庭 と地域を教育の主体 として捉 えなお し、家庭 と地域は、教育の主

体 としての自覚を持たなけれ ばな らない。 したがって、地域保護者組織 は、学校外 において も独 自に活動

できるだけの力を持つ必要があるのではないだろ うか。 このよ うな地域保護者組織 は、生活困難層へのサ

ポー トを日常的に、そ して継続的に行 うことができるだろ う。

教育コ ミュニティづ くりは始まったばか りであ り、高田はこれ らの課題は 「少 しずつ解消 していくだろ

う」(高 田2005、28頁)と 述べている。 しか しながら、これ らの課題は、教育 コミュニテ ィ論の持つ不十

分性 を表 していると考え られる。経済学者の立場か ら地方分権 を論 じている神野直彦は 「自発的協力には、

継続的人間のふれあい、つま り顔見知 りの関係が必要 となる」(神野2004、6頁)と 述べている。 したがって、

中学校を単位 とする教育コミュニテ ィは、実働単位 としては範囲が広す ぎるとい うことが考えられ る。 ま

た、仮に中学校区を単位 とす るな らば、その前提 として、せ めて小学校 区における組織が しっか りしてお

かなければな らない。池 田も、「中学校 区レベルの組織や活動は、町会や小学校 区単位 での組織や活動が しっ

か りしているか らこそ成 り立つ」(池 田2001、29頁)と 述べている。つまり、教育 コミュニティづ くりには、

まずは、中学校区よりも小 さな単位での主体的な地域組織が必要だといえる。 さらに、神野(2004)の 「継

続的人間のふれあい」「顔見知 りの関係」 とい う観点 を踏まえると、「中学校 区よ りも小 さな単位」は 「隣

近所」が適切である と考 えられ る。

以上の ことか ら教育コミュニティづ くりは、まずは学校 と 「隣近所」単位の地域 との間でネ ッ トワー ク

を形成 し、最終的に、数多くの地域同士がつなが り、中学校区全体にネ ッ トワークを展開す ることだと考

えられ る。本稿では、「隣近所」を対象 とす る主体的な 「地域」を 「地域コ ミュニテ ィ」 とし、教育 コミュ

ニティづ くりの重要な基盤 として位 置付ける。

2.4「 地域コ ミュニティ」づくりの検討課題

「地域コ ミュニテ ィ」づ くりには、地域保護者組織が重要な役割 を果たす と考えられ る。そして、特に

教育に関 して積極的に活動 を行 ってきた地域保護者組織を有す る地域のひとつに被差別部落を挙げること

ができる。

多 くの被差別部落では、地域によって名称は様 々であるが 「教育守 る会」 「保育守る会」 といった保護

者組織が存在 し、教育問題を扱 ってきた。1960年 代 か ら1970年 代 にか けての保育所、学校、青少年会館

等の物的 ・人的条件の整備な どを課題 としていた時期は、保護者組織 は大きな役割を担い、成果 を挙げて

きた。 しかし、これ らの課題が達成 されたのちの保護者組織の多 くは、同和対策事業に関わる個人給付を

受けるために義務的に加入 しなければな らない組織 として存在 し、「見返 り」のために加入 していたとい

う保護者 もいる(高 田1997)。2002年 の 同和対策事業に関わる一連の特別措置法(以 下、特措法)失 効以

降、その 「見返 り」がなくな り、保護者 を組織す るのは難 しい状況 にあ り、保護者組織の再編が必要 となっ

ている。また被差別部落は、長年にわたる 「学校依存」や 「制度依存」か らの脱却を図 らなけれ ばな らな

い地域でもある。

したがって被差別部落では、保護者組織の再編 と教育の主体 として家庭 ・地域 を育成することが課題 と

して挙げ られている。家庭や地域が主体的に子 どもの教育に関わ り、学校と対等な関係を築いてい こうと

する取 り組みは 「地域 コミュニテ ィ」づ くりととらえることができる。では、実際に家庭や地域が教育の

主体 とな るべ く活動 を行 っている大阪府内のある被差別部落(以 下、M地 区)を 事例 として取 り上げ、地

域保護者組織が どのような役割を担っているのかをみてい くことにする。
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3.M地 区 にお ける地 域保護 者組織 「教育守 る会」 の役 割

3.1朋 地 区の概要

M地 区は、大阪府内においても部落解放運動の先進的 な地域 とされ、M地 区を含む中学校区の取 り組みは、

学力保障、人権学習 といった様 々な面で注 目を浴びている。

M地 区では、2002年 の特措法失効以前か ら教師と保護者 のあいだで、今後の活動、主に教師が 「指導者」

とい う立場で活動を取 り仕切 っていた子 ども会活動の在 り方について話 し合いが行われていた。そ して、

子 どもたちの 「子 ども会を続けたい」とい う声により、特措法失効後は保護者が教師の後を引き継いで子

ども会 を指導することになった。教育守 る会についても、「保育守る会」から 「高校友の会」Dま での全

ての ヨコ組織が存続することとなった。M地 区は 「教育守る会」とい う既存の組織 を残 したまま、教師主

導から保護者主導へ と変革を試みている地域である。

保護者 主導になったか らといって、学校 との関係 が全 く途切れたわけではない。 これ までにつ くりあげ

てきた信頼関係 のもとでの協力体制は継続 している。 しか し、あくまで学校 はサポー ト役であり、保護者

の教育への関わ りや主体性 を大切に している。

M地 区に対 しては、2005年 度 に約一年間フィール ドワークを行 った。中学生子 ども会への参与観察を中

心に活動を行い、それ と同時に、教育守 る会の役員会議に参加 した。 また、保護者6名 に各一回のインタ

ビューを行った。イ ンタビュー対象者のプロフィールは表1の とお りである。

表1イ ンタビュー対象者 のプロフィール(イ ンタ ビュー実施 当時のデー タに より作成)

Cさ ん

Dさ ん

Eさ ん

Fさ ん

年齢 ・性別

40代 男性

40代 女性

40代 女性

40代 女性

地区出身

地区出身

地区外出身

地区外出身

学歴 ・職業

高卒

大卒 教師

短大卒 自営業

短大卒 事務職

高卒 公務員

2005年10月17日

2005年10月17日

2005年10月17日

2005年10,月17日

*Aさ ん以外は全員が中学生の保護者である。

*咄 身」とは被差別部落出身であるかどうかであり、自己申告をしてもらった。本人が

地区外出身者の場合、配偶者が出身者である場合が多い。

3.2教 育守る会の役割

多くの地域で活動休止状態にある教育守る会であるが、M地 区においては役員をしている保護者を中心

に教師との情報交換や、幼児から高校生を対象としたイベントの計画など、様々な活動を行っている。M

地区の保護者にとって、教育守る会 とはどのような組織なのだろうか。

教育守る会って、子 どもの ことでや るんや けども、実質で言 うたら 「親」ちゃ うかなって。親の意

識がどうやねんって。(中 略)こ れ(教 育守る会)は 絶対親がせなあかんねん。俺はず っと思ってんねん。

で も今までは、なんかあった ときには、学校に 「どうなってんねん」って、ガー って言 うてってい う

のをずっとや ってきてたけども、本来は今の形が、絶対ほんまの活動違 うかなって思 う。親が主体のな。

そ うなって くると親の意識が一番大事になってくるか ら。(Bさ ん 括弧内筆者注 以下同様)

組 織ガミあることで役員会議 とか、いろんな活動が しやすい。親同士が顔 を合わせる機会を作 りやす

い。私自身も、子育てで悩んだ こともあった し、そ うい うときに相談できる場、相談できる人を探 し

やすい。やっぱ り、 自分の子 どもとか、周 りの子を一緒に育てるってい うか、そ うい う組織のなかで

話ができる。組織がなかった ら、 どこに話を持っていったらいいのって。(Fさ ん)
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教育守る会は子どもを中心においた活動ではあるが、彼らには、教育守る会への参加を通じて、保護者

の意識を高めていこうとする明確な意識がある。教育守る会は、子どもの問題だけを扱 う組織ではなく、

子どもを育てる保護者の問題も中心に据えているのである。さらに地域保護者組織は、地域の子どもを一

緒に育てるために保護者同士がつながりあう 「場」として重要な役割を果たすといえる。

3.3M地 区全体の教育力

M地 区は教育守 る会 とい う組織の存在に よって、ネ ッ トワー クが形成 されやすい環境にあるといえる。

しか し、教育守る会への参加 を通 して自身のネ ッ トワークを広げることができている保護者は一部だけの

よ うに思われた。子 ども会や合宿、部落問題学習な ど、活動の中心メンバーはだいたい決まってお り、ほ

とん どの活動が役員だけで行われていた。2000年 にM地 区で行われた部落問題実態調査(以 下、2000年 調査)

で は、約半数強の保護者がPTAや 地域の保護者活動に 「参加 しない」「ほとんど参加 しない」と答えてお り、

教育における家庭の孤立化が進んでいる。 また、保護者の教育責任意識の低さを問題視する保護者も多い。

結局親がやってんけども、その親かて、暇な親がやってくれてるという感 じか も分か らへんやんか。

(中略)で もまあ、会館行ったらやって くれ るやろ うってい う、学童(保 育)的 な考 え方はまだ持 っ

てるん違 うかなって。会館なかったら、この子 どこ行って遊ぶか分か らへんか ら心配やけど、会館行

か したら大丈夫ってい う。結局そんなん、意識ないから。(Bさ ん)

昔 か らの流れで、先生がひっつかまえてやって くれてた時代の子 らが親になってるんですよ。 この

何年かで、親主導になってることを、知 らんのや と思 うんですよ。法律(特 措法)が 切れたことは分かっ

てるんや と思 うけ ど。その都度伝 えてるつ もりや し、言 うてるつも りやねんけど、ほんな ら私 もせな

あかんねんなってい う感覚ではないんですよ。(Dさ ん)

子どものころに、学校や青少年会館に手厚 くされた経験を持っ保護者たちは、それが 「当たり前」であ

ると考えており、学校や青少年会館に任せておけばよいという 「教育依存体質」が深く浸透 してしまって

いるといえる。学校主導から保護者主導へと切 り替えて活動を行っているM地 区であるが、地域全体の教

育責任意識を高めるまでには至っていないようだ。

3.4学 力 ・進学について

M地 区では、中学1年 生 と2年 生 は、週一回、数学 と英語を中心に学習会が行われお り、M地 区の大学

生2名 が教 えてい る。 中学3生 生 は、1・2年 生とは別 に、受験対策 としての学習会が週2回 実施 されて

いる(2005年 度末現在)。

解放奨学金2)切 れたやん。あった ら、私学でもええねん。まだ何 とか助けて もらえるやん。 ところ

が奨学金がないって ことは、、私学選ぶのは(経 済的に)し ん どいねんて。(中 略)だ か ら、せ めて公

立高校に行けるようにせなあかん。(Aさ ん)

2000年 調査では、M地 区の高校生の子 を持つ保護者の約7割 が解放奨学金 を利用 してお り、 さらに、解

放奨学金がなかった場合、約半数の保護者が 「子 どもの進学 にっいて何 らかの影響があったと思 う」 と答

えていることから、解放奨学金に対 して高いニーズがあった といえる。 しかし、解放奨学金制度廃止 となっ

た今、低所得者層が多 く存在する 賊地区においては、公立高校に合格す る学力を身にっ ける必要性が高 く

なってい る。

しか しなが ら、 「学力をつけて欲 しい」 とい うことは、単な る進学の問題だけではな く、部落差別の問

題に絡んでくる。保護者は、「差別 に負 けないために」学力 をつけて欲 しい と考えている。

いろんな、一切の差別 に対 して、部落差別 だけじゃな しにな、「それは間違ってる」って言える子
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になって欲 しいなって。「言える子」になるにはどうしたらいいねんって考えていったなかで、勉強っ

てい うか、学力って大事や ろうなって。勉強もで きへん、遊んで フラフラ してる子に 「それ違 うやろ

う」って言われても、「お前が言 うなよ」って言われたら一緒やんか、そいつと。だから、めちゃめちゃ

真面 目になってくれ とは思わへんけど、で も、そんだけ言 えるだけの学力 とい うか、最低限の学力は

っけさせてあげたい とい うか。(Bさ ん)

や っぱり私 らの中に も、いろんな差別受けた り、学校で嫌なことあって も暴れ るだけ しかできへん

かった り。ちゃん と相 手に分かって もらえるよ うな説得 じゃなくて。(中 略)ち ゃん と、理論的に話

ができる、そ うい う学力をっけて欲 しいなって。(Dさ ん)

かつては、一部の保護者のあいだで 「解放の学力」3)と 「受験の学力」が対立的に考 えられていたこと

があったが、現在では、差別を見抜 く力、相手を説得する力な どの 「差別に負けないための学力jと 、学

校における 「学力」は表裏一体のものとして考えられている。 また、進学について.は 「せめて高校は」 と

い う思いは強 く、高校卒業 を社会で生きてい くための力が備わったか どうかを見定 めるひ とっの区切 りと

している。 しか し、大学進学については子 どもの意思に任す とい う保護者 が多いようだ。

大学行って も、専門学校でも、就職 でもかまへん し。でも、中卒では、まだまだ差別 はきっいやろ う。

仕事 もあんま りないやろ う。少 なくても高卒や ろ う。(中 略)中 学校で中途半端 で、高校で中途半端

でやったやつは、何や って も(中 途半端)。 踏 ん張れる ところの部分ってい うのは、ボーダー ライン

は高校卒業違 うかなって。(Aさ ん)

しかし、2007年 には大学全入時代に突入するといわれている時代に 「大学」を視野に入れていないとい

うことは、今後ますます、被差別部落と被差別部落以外の大学進学率の格差が広がっていくと予想される。

3.5学 校 との関係

学校は、M地 区の子 どもを中心とする、厳 しい状況におかれた子 どもた ちに対す る学力保障や学級集団

づ くりを行い、 さらに、子 ども会の指導や家庭訪問な どを通 じてM地 区に対 して積極的に関わってきた。

そ して、教育守る会 と教育諸機関を結ぶネ ットワー クが構築 されてきた。M地 区においては、既存の組織

を残 しているため、すでに構築 されているネ ッ トワークをそのまま引き継 ぐことができた。

支部 と、例 えば、 うちの子 らの行ってる高校の校長 とか同担4)と か、全部顔合 わせ ての連絡会 とか

があんねん。中学校の校長 とか、教育委員会も、一緒 に話 しあって。1(中略)そ うい う連携プ レーが

あんねん。だから、密 に、即効で情報が入んねん。親にも言 うてんねんけ ど、そ こにだけ じゃなくて

情報が入るか ら。(Aさ ん)

ネ ットワークによって様 々な教育諸機関が連絡 を密 に取 り合い、情報 を交換 し合 っている。子 どもの問

題をその保護者 だけが抱え込むのではな く、教育守 る会 として も取 り組んで行 く体制が とられているので

ある。2002年 の特措法失効以降、学校のM地 区への関わ りは》以前ほど積極的な ものではな くなってきて

いる。教育諸機関 とのネ ッ トワークが構築されていても、やは り地区内に実際足を運んで欲 しい とい う気

持ちは強い。

やっぱりムラナカ5)に 足を運んで欲 しいってい うのはすごく思 う。来てこそ分かるってい うか、来

て話 して、そ このお家見て、その中で感 じていって もらうことって大 きいと思 うねんね。(Fさ ん)

M地 区 では、筆者が出会 ったほとん どの 中学生が携帯電話を所有 していた。 しか しなが ら、消費生活が

豊かだか らといって、その豊かさが本 当に子 どものためになってい るのか どうかは別の問題である。その
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点を、教師が家庭に入り込み、本当の子どもの生活状況を判断して欲 しいというのである。

その一方で、特措法失効後の教師の立場を気遣い、教師がM地 区に来ることが困難であるなら、地域の

保護者が学校に積極的に関わっていくべきだと述べる保護者もいる。

(特措)法 が切れて、学校 の先生も、用 もないのに家庭訪問はできない状況になって。来よ う思っ

た ら来れるで。 でも、も しなんかあった ときに突っ込 まれた ら困 る。(中 略)だ か ら、無理矢理は呼

ばれへんけども、でも、俺 らは学校に行 けるわけやんか、情報 を得るために。そのなかで、子 どもの

状況を どんだけ把握できるか、そのなかで どうす るか。(Bさ ん)

かって特措法が後ろ盾となっていた時代は、学校としても被差別部落であるM地 区に積極的に関わるこ

とができた。しかし、特措法が失効した今 日では、これまでのように積極的に関わることは瓢地区を 「特

別扱い」していると他の保護者たちから批判を受けかねない。教師をそうした立場に立たせてしまうこと

は、M地 区の保護者たちの本意ではない。しかし、前述 した保護者の意識の低さでは、学校に対して積極

的に関っていくことは、まだ無理な状況にあると思われる。まずは、教育守る会において、保護者の教育 ・

への意識を高める必要があるだろう。

学校や教師に対して、部落問題への意識向上や高い人権意識を求める保護者が多い。

子 ども向けに(部 落 問題 の)話 す るよりも、先生 にそ うい う話 しをせ なあかんのちゃ うかなって。

先生が分からへんねん。部落にして も、差別に しても。子 どもらが 日常話 してることが、差別発言になっ

てることす ら分か らへんか も分か らへん。普通に聞いてて、流されて。それってあかんことやんって。

もっと敏感になって欲 しい。そ ういう意味では、先生が話聞けた らなって。(Bさ ん)

当た り前や と思 うんです けど、M中 の歴史か ら言 うと、ムラ外 して語 られへん とこあるか ら。そこ

は伝統 としてやっていかなあかんやろ うって思 うんですけ ど。.なんか絵に描いた餅 じゃないけ ど、言

うてた り掲げた りばっかりで、中身が どうやろ うって とこはあるなって。(Dさ ん)

かって、M地 区を校 区に有す る小学校、中学校では半数以上の子 どもが越境通学6)を 行ってお り、劣悪

.な教育環境にあった。部落解放運動によって越境入学が禁止 され、小 ・中学舎建設闘争が行 われた。その

結果、小学校、中学校の物的 ・人的条件の改善が行われ 、現在の学校があるのである。 このよ うな学校 の

歴史か ら、「被差別部落であるM地 区を校 区た有 しているのだか ら、『知 らない』です まさないでほ しい」

とい う思いが強く、教師自身が部落問題に対 して もっと積極的になって欲 しい とい う要望が多 く聞かれた。

3.6部 落 問題学習

M地 区における活動では、「被差別部落である」 とい うことが重要なキーワー ドになっているため、地域

の歴史を知 るためのヒア リングワークや、識字学級 の見学、その他の部落問題学習を折々に行 っている。

学習内容 についても、 どのよ うな題材で、 どのように進 めるのか といったことの全 てを保護者同士の話 し

合いで決定 していく。

部落問題学習は 「せなあかん」じゃな くて、俺 らは 「やってい く」。(中 略)そ れ を前提に考えてるか ら。

俺は別に、先生が変わろ うが何 しよ うが、ここに、ムラに親がお る限り、こだわって伝えていきたい し、

このムラで育ってい1く子 どもらに。(Bさ ん)

M地 区においては、通常の学習会活動においても、 「なぜ学力をつけなけれ ばな らないのか」 といった話

に、部落問題をからめて話をす るなど、M地 区の活動 は全て、部落問題 を土台 としている。

また、小学校が実施 している人権教育カ リキュラムは、部落問題 を家庭で話 し合 う機会 を作 り出 してい

る。小学校では、学年 ごとにテーマが決め られてお り、その中の4年 生の 「仕事」と5年 生の 「共生 と自分史」
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で は、子 どもは家庭で保護者の話を聞くことになる。その際に、部落問題 とか らめて話をする家庭が多い。

M地 区では、多の保護者が部落産業に従事 してお り、「仕事」の話は部落問題 と関連付けて話 しやすい。また、

結婚差別を経験 した保護者 も多く、保護者の生い立ちを聞 くこと自体が、部落問題学習 となるのである。

自分史みたいなんが小5で あるんです よ。そのときに、夫 との経緯なんかもそ うや し、そ こ(部 落問題)

は絶対に外 して話できへん とこや から。(Dさ ん)

なかなか何もなしで家庭 でってい うのは難 しくて、それは学校側の取 り組みで、そ うい う機会をこ

ちらもフルに利用 させていただいて、話を させてもらう。ちょ うどいい機会を与えても らって、でき

るとい う感 じかな。機会があった方が話 しやすいから。(Fさ ん)

.保護者も小学校の取り組みを、親子で部落問題について話 し合う絶好の機会だと考えている。しかし、

M地 区全体としては、まだまだ部落問題にっいて家庭で話をすることは少なく、それを補 うために地区全

体で部落問題学習を行うのである。また、部落問題学習は、単に知識を得るためではなく、保護者から子

どもたちに対するメッセージなのであ乱

子 どもが、部落のことでなんか言われた ときに、きっち り説 明 してとか、なんか聞かれて答え られ

る親がおった らいいや ろうけど、なかなか。やかま しいな とか、そんなん知 らん とかい う親 も、中に

はいて はるかもしれへんか ら。だか ら、こ うい う(部 落 問題学習の)場 を作って、ムラの子 として、

自分とこの子だけ じゃなくって、ムラの子全員を強 くしたい。誰 も死な した くないってい う気持 ちが、

私の中にはあって。(中 略)で も、いまだムラで死ルだ子はいてない と思 うんですよ。それはずっとね、

守っていきたいなって。なんとか、伝 えていかなあかんやろ うなって。(Dさ ん)

何 かあった ときは、ここ(M地 区の人々)に 言わなあかん ってい うことを、(M地 区では)こ れはお

か しいんやでって言ってることを、子 どもに言 うとかなあかんの違 うかなって。それは、親の仕事な

ん と違 うかなって。ほんま、自分の家庭で言 うていった らいいねん。でも、時間作って、ちょっと座っ

てって、そんな話できへんか らな、合宿 とかそんなんで、いろんな親の意見 として言 うていくわけや。

一番大きいのは
、仲間を大切に しいや って。ひとりで生きていかれへんでって。(Aさ ん)

子育てのうえで 「差別で子どもが死ぬかもしれない」という不安は、被差別マイノリティ特有のもので

はないだろうか。保護者は自分自身の経験から、被差別部落出身者として生きていくうえで、部落問題を

学習する機会と 「仲間」が必要なことを実感 しているのである。そのため、部落問題学習や様々な活動を

組織的に行っているのである。

3.7M地 区 における課題

M地 区における課題 として、ほとんどの人が、保育所の一般開放に ともな う 「乳幼児守る会」の弱体化 と、

若い保護者の意識の希薄化 をあげている。

今の課題やねんけど、乳幼児だけがその動 きが止まってもうて。保護者会になって しまったな、オー

プ ン化 ηになったと同時にな。今まで、オープン違 うかって、ムラの子だけや ったから、教育守る会

で乳幼児守 る会が一番強かってん。そやけ ども、それが保護者会になったか ら、二つの組織を動かす

ことが、今のところ難 しい。そのへんで、今の ところ消えかかってんねんけども、それを今立て直そ うっ

てやってんねんけ どな。(Aさ ん)

保 育所 自身が、ムラ特有の保育所やったのが、オープン化 されていって、今は もう半々くらいになっ

ててね、なかなか公 に、部落問題のことだった り、差別に負けへん子 どもを育てたい とい うふ うには
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な らな くなってて。そ うい うめでやっぱ り、段々と保育所の親が育ってこうへんみたいな。なかなか

20代 の親が、積極的に参加できてないってい うのが しん どいかな。(Dさ ん)

保育所が一般開放され、被差別部落以外の保護者も子どもを通わすようになり、保育所もM地 区の保護

者も、部落問題について積極的に話にくい状況にあるとい うことである。被差別部落以外の保護者に配慮

し、「普通」の保育所になっているのである。保護者同士が部落問題について話し合う機会がへることで、

子育てにおいて部落問題への意識が薄れていく。その結果、乳幼児守る会は活動を続けることができなく

なっている。っまり、教育守る会は保護者の部落問題に対する意識が低いと、組織として存続させること

ができないということである。その危険性は、教育守る会全体についてもいえる。

昔の親やった ら、ほ とん どが意識持ってや っててん、教育守る会。 ここ最近、何年かで、親の意識

自体が薄れてきてるわけや。だから、そ こは絶対維持 して行かなあかんか ら。当然親の意識なくなっ

てきたら、教育守る会、中学生守る会 もな くなって くるわけ。なくなると、子 ども会も維持できな くなっ

てくる。そ うい う危機感 はあるな。(Bさ ん)

一応 タテの組織はある
。先輩後輩の関係がある し。そ うい うあらゆる手を使って、やっぱ りこの教

育の組織 を守っていこうと、みんな努力 してるのが現状かな。ただ、このまま甘んじてたらとい うか、

有効な対策 を取れないままで、サイクルサイクル していった ら、それは先細 りになる。(Cさ ん)

M地 区が他 の被差別部落 よりも活発 に活動 を行 えているのは、や は り教育守る会 とい う 「組織」の存在

が大 きい。 また、この組織は単なるよせ集 めではなく、「子 どもの学力保障」「仲間づ くり」など、「部落問題」

と 「子 ども」 を地域の課題 の中心に据 えて考 えている人たちの集 まりであるため、組織的な活動が行いや

すい といえる。また、既存 の組織 を残 したことで、 これまでに組織内で培 われてきた個人 と個人の信頼関

係 も継続 していると考えられ る。

しか し、教育守る会のメンバーは教育に対 して高い意識をもっているが、M地 区全体 としては教育意識

に格差が生 じていると思われる。そこで、今後は現在活動 に参加 していない保護者や子 どもを、積極的に

活動に巻 き込んでい くことが必要である。被差別部落内において も生活困難層は落 ちこぼ しやすいため、

特 に注意を払 う必要がある。M地 区においては、参加できていない家庭に対 して電話で参加 を促 した り、

日常的にみんなで声かけを実施 してい る。 また、「若い世代 をどうやって育てるか」 とい うことも、今後

の主要な課題 のひ とっ となって くるだろ う。

4.考 察

池田(2001)の 教 育 コミュニテ ィ論では、学校が主要な 「場」 とな り、地域 を主体的に形成することに

関 してはあま り述べ られていない。だが、そもそ も 「地域」 とい う意識 が薄れている現在、まず優先 され

るべきは 「地域 コミュニテ ィ」の復活である。 このよ うな地域の現実的な状況に対 して、学校がなん らか

の働 きかけを行 うことは、人々の意識を高めるひ とつのきっかけとなるだろう。 しか し、学校 と対等な関

係を築 くためには、家庭 と地域が教育の主体 として活動できる 「地域 コミュニテ ィ」が形成 される必要が

ある。 したがって、教育コミュニテ ィづくりを、その重要な基盤 となるであろ う地域 コミュニティづ くり

を含んだ一連のプロセス として改めて整理 しなおす必要がある。

H地 区では、地域保護者組織である 「教育守る会」が持っ 「っなが り」 とい う力を重視 した活動が行わ

れている。組織を維持す ることで様々なタテのつなが り、 ヨヌのつなが りを保つことができる。子 どもを

軸 とするタテ、 ヨコのつなが りもあるだろ う.し、保護者 自身 を軸 とするタテ、 ヨコのつながりもある。そ

して、子 どもの教育課程に順ずる組織 同士のつなが りも持っことができ、子 どもを育てるとい う面でネ ッ

トワークが形成 されている。そ して、組織や保護者同士のつ なが りを支えているのが部落問題への関心で

ある。部落問題への高い関心が、M地 区における教育守 る会のいわば 「接着剤」だといえる。 この 「接着
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剤」をより強い ものにす るためにも、M地 区では部落問題学習に力を入れ、地域全体に行 っているのである。

共通の課題 ・関心 を背景に、地域における重層的なネ ットワークのもとで 「地域の子 どもは地域で育て る」

とい う子育ての共同性 を強 めていくことは、教 育コミュニテ ィづ くりの基盤 となる地域 コミュニテ ィづ く

りへの示唆を与えていると考え られる。

M地 区の事例 をもとに地域 コミュニティづ くりのプロセスを提示す るならば、次のような流れ になるだ

ろ う。第一に、地域(「 隣近所」が対象)に おいて共有されている課題 を軸 とす る保護者組織 を立ち上げ

るこ とである。西田は、地域共 同体について 「なん らかの生活 問題を契機 として新たな共同性が形成され

ている」(西 田1997、149頁)と 指摘 してお り、保護者組織の形成には 「問題 の共有」が重要 にな る。既

存の組織がある場合はそのままでもよいが、組織のあり方や方向性についての議論が必要である。

第二に、子 どもと一緒の活動 を行 うことである。組織の活動を通 じて、親子のコミュニケーシ ョン、地

域の大人 と子 どものつなが りを深 めてい くことができる。

第三に、保護者組織によって生み出されるネ ッ トワー クは、組織内だけでなく、地域全体の教育文化 を

高めることがで きることを認識 してお く必要がある。地域 に対 して貢献 しているとい う思いが、地域に対

する自覚 と愛着 を高めるのである。また、孤立傾向にある生活困難層 に対 して組織 として関わ りをもっだ

けではな く、個人的につながることも大切 である。生活困難層に対 しては、重層的かつ継続的なアプロー

チが必要なのだ。

これ ら三点において注意すべきことは、学校や青少年会館 といった公的施設への 「依存」である。学校や、

青少年会館 との交流は大切だが、保護者組織 としての主体的な活動を心がける必要がある。学校や青少年

会館 もあくまでサポー ト役であるこ とを意識 しなけれ ばな らない。また、特定の リーダー的存在は、組織

に とっては必要であるが、 「リーダーがいる組織」 と 「リーダー に依存 している組織」 とは全 く異なるも

のである。 目指 してい るのは主体的な保護者であり、保護者組織であることを、参加者及 び関係者全員が

常に意識 して活動 しなけれ ばな らない。

地域 コミュニティとしての基盤が確立 されたならば、今度は積極的に学校 を地域の活動に巻き込んでい

くことが第四段階 として挙 げられ る。学校 を巻 き込むことによって、生活困難層へのアプ ローチが より重

層的になる。そ して、「地域」 とい う自分たちの 「土俵」において学校 との関係 を築いてい くことによって、

学校 に保護者組織の主体性 を印象付けるこ とができ、対等 な関係への第一歩になると考 えられる。対等な

関係が築かれたならば、地域 は学校か らの要請に対 して も主体性を保ったまま応えることができるだろ う。

最後に、他の地域の保護者組織 との関係 を模 索していくことである。 この段階になると、学校の役割が

重要 になって くるため、教育コ ミュニティ論が生きてくる。学校を中心 とした 「校区」 としての活動を通

して、個々の保護者組織が一堂に会する機会を積極的につ くってい く必要がある。その際、学校 、家庭、

地域が課題や 目的を共有 し、協働論的立場に立ち、相互補完的な活動を行 うことが重要である。

現在、M地 区で行われてい る実践は、第一段階または第二段階であ り、並行 して、第四段階を行ってい

ると考 えられ る。M地 区ではこれ まで積極的に学校 が関わってきた経緯があるため、そのっなが りを途切

れ させることな く、地域 コミュニティづ くりを試みているといえる。

本稿では、被差別部落内の問題に関連 させて、地域 コミュニティの形成 について考えてきた。人間同士

のっなが りを重視 し、人権を大切にす る、部落差別をな くしてい くとい う共通の思いのもとで子育てを行っ

ていくこの ような取 り組み は、地域の共同性が失われつつある今 日において、ひとつの教育モデルにな り

うるのではないだろ うか。今後、保護者組織がどのよ うに発展 してい くのか、あるいは衰退 して しま うか、

そ してその ことがM地 区に対 して どのような影響を与えるのか注 目していきたい。

しか し地域コ ミュニティの形成は、被差別部落以外の教育問題に対 しても有効なアプローチであると考

えられ る。かつて、 日本の村落共同体 には緊密 な人間関係 があった。地域 のま とめ役 がいて、家庭や子 ど

ものことについて相談 にのってくれた り、近所の大人たちが子 どもを誉めた り、叱った りと、「地域全体で」

子 どもを育てていた。 しか し、近年、人間関係 をつ くってい くことのわず らわ しさや難 しさな どか ら、近

所づきあいを控 える家庭が多 くなってお り、家庭は孤 立傾 向にある。特に生活困難層は、地域の人間関係

か ら孤立しやすいことが指摘 されてい る(久 富1993)。

地域 コミュニティづ くりにおいて地域保護者組織は、かつては意識 しな くて も住民の間で相 互に作用 し
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て いた 「子育ての共同性」を改めて形成す るための重要な役割を担 う。 「子育ての共同性」を強めることは、

保護者同士のネッ トワークをつ くり、虐待な どの予防にも役立つだろ う。 したがって、地域 コミュニテ ィ

づ くりは、今 日における様 々な教育問題 の解決の糸 口を提示するものと考えられ る。

【注1

1)被 差別部落における高校生による組織。略して 「高友」と呼ばれる。

2)(部 落)解 放奨学金は、被差別部落の保護者たちの教育要求闘争によって行政上実施された奨学金の運動上の名

称であり、「同和対策(地 域改善対策)高 校 ・大学等進学奨励費」のことである。

3)「 解放の学力」とは、単なる知識のつめこみではなく、解放に向かって自らの課題を主体的に解決していく子ど

もを育てるためには、論理的、理性的な判断(科 学の力)、豊かな感性と創造力、組織的 ・集団的な行動力を身

にっけさせることが必要である。そのためには解放への思想によって方向づけられた 「学力」が形成されなけ

ればならないとする学力観のことである。「鯉放の学力」をめぐる議論については大内(1993)に 詳 しい。

4)同 和教育推進教員のことである。「同和地区を担当している」ことから、略して 「同担」と呼ばれるようになった。

5)被 差別部落の人たちは、'自分たちの住んでいる地域を 「ムラ」と呼ぶことが多い。「ムラナカ」とは、被差別部

落 「内」のことである。

6)越 境通(入)学 とは、地元の学校を避けるために虚偽の住所の届出をするなどして、本体通学すべき学校でな

い学校に通学させることをい う。特に校区に被差別部落を含む学校に目立った。

7)M地 区では、同和行政から一般行政への移行にともなう関連施設の一般開放のことを「オープン化」と述べている。
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Thefbrmationofalocalcommunityasaneffectiveagentofeducation=

Focusingontheroleplayedbyparen⑫lorgan耽a髄onintheBur琴ku
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KIMURAkaz㎜i
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Therefbre,itisbelievedthatalocalconectiveconsciou3stillcontinuestoexist.

TheBura㎞attemptedtoemergeoutof"systemdependence"and"schooldep㎝ldence,,lwhicbareconsideredto

beproblemsevennow.Inad4ition,theyhaveadoptedmeasulesfbr .eff¢ctiveeducation,bymeansofwhicheve域.
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